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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○岡本委員長 それでは、改めまして皆さん、おは

ようございます。 

  本日招集となりました建設水道常任委員会にご

出席を賜り、厚く御礼申し上げます。 

  さて、今定例会において同常任委員会に付託さ

れた案件はその他の案件１件であります。また、

予算審査特別委員会に付託されました補正予算案

件３件及び決算審査特別委員会で審査する案件、

決算認定案件５件については随時第四分科会に切

りかえて審査を行います。委員各位におかれまし

ては、慎重なる審議とともに、円滑なる進行へご

協力をお願い申し上げまして、あいさつといたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎水道課の審査 

○岡本委員長 これより３、審査事項に入ります。 

  まずは上下水道部長、ごあいさつをお願いいた

します。 

○岡﨑部長 （挨拶） 

○岡本委員長 ありがとうございました。 

  ただいまから水道課の審査を行います。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８３号の説明、質疑、討

論、採決 

○岡本委員長 それでは、議案第83号 平成23年度

那須塩原市水道事業会計未処分利益剰余金の処分

についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  水道課長。 

○須藤水道課長 （議案第83号について説明） 

○岡本委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見をお受けいたします。 

  髙久委員。 

○髙久委員 去年と比較すると増減はどのくらいに

なっているんでしょうか。 

○岡本委員長 水道課長。 

○須藤水道課長 利益につきましては、先ほど申し

ましたけれども、対前年度比で１億4,765万8,307

円減となっております。 

○岡本委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○岡本委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第83号 平成23年度那須塩原市水道事業会

計未処分利益剰余金の処分については、原案のと

おり可決すべきものとすることで異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１１号の説明、質疑、討

論、採決 

○岡本委員長 ただいまから建設水道常任委員会を

決算審査特別委員会（第四分科会）に切りかえま

す。 

  認定第11号 平成23年度那須塩原市水道事業会

計決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  水道課長。 

○須藤水道課長 （認定第11号について説明。） 

○岡本委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 説明資料の中から10ページの水道事業

費の３項特別損失、不納欠損等未着手建設仮勘定

振替3,300万と510万について説明をお願いします。 

○岡本委員長 水道課長。 

○須藤水道課長 まず、不納欠損510万9,482円につ

きましては、不納回収となったものを件数にいた

しまして881件、過年度分の収益のということで

不納欠損したものとなります。 

  それから、未着手建設仮勘定振替につきまして

は、那須塩原市の水道事業が市町村合併する前、

それから水道事業が統合する前に、それぞれの水

道事業で委託をして計画していたものがあったわ

けでございますが、水道事業統合等によりまして、

それがちょっと計画していたものが工事等を行わ

なくなったことによりまして、今回特別損失とい

うことで計上したものでございます。 

○鈴木委員 もう少し詳しく。 

○須藤水道課長 不納欠損につきまして、 

○鈴木委員 そちらはいいです。未着手のほうです。 

○須藤水道課長 じゃ、もうちょっと未着手建設仮

勘定について詳しくご説明させていただきたいと

思います。 

  まず、水道事業の経営につきましては、資本的

収支で行いました工事、それから委託等につきま

して完了した場合、その費用につきましては資産

といたしまして構築物に仕分けをいたします。そ

の後一定期間、それから一定額を毎年営業費用と

いたしまして減価償却をしていきます。これがい

わゆる損益勘定留保資金として４条予算の補てん

財源となるわけでございます。今回の特別損失と

いたしましたものは、さきもちょっとご説明いた

しましたが、市町村合併前、または水道事業統合

前にそれぞれの水道事業で実施されました調査業

務、設計委託業務などで建設仮勘定として、それ

らは今まで計上されておりましたけれども、本来

建設仮勘定に計上されていたものにつきましては、

その委託にかかわる工事が完了した時点で、その

工事費とあわせまして、先ほどちょっと説明しま

したが、構築物に振りかえまして、翌年度から減

価償却をしていくことになりますが、水道事業の

統合等によりまして、計画が見直されたことによ

り、それら事業が工事される見込みがなくなった

ということで、特別損失に振りかえ、経理処分を

したものでございます。 

  なお、減のものにつきましては、現金の支出は

伴っておりませんので、過年度損益勘定留保資金

といたしまして、減価償却費と同様に４条予算の

補てん財源というふうになります。 

  もうちょっと細かく申し上げますと、一番この

中で大きいものにつきましては、塩原地区の新湯

という地区、ここについて簡易水道で計画してい

たものなんですが、ここの新湯の水源につきまし

ては、現在は日光市となっております。ハンター

マウンテンのスキー場を通り越して、日光市に水
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源がございます。配水池とその水源の間が約５㎞

ほどございまして、その導水管につきましては山

地を走っておりまして、漏水とか出た場合に、な

かなか発見がしづらいということで、その水量を

確保するのにとても不安定だということで、当時

塩原町時代、平成13年のころからですか、新たな

水源ということで一応検討していたものが２つの

井戸、民間のつくった井戸、それから当時塩原町

でラビュームという第三セクターでゴルフ場で設

置したところがあるんですが、そこの井戸２カ所

ございまして、その民間の方の井戸につきまして

は、今ある配水池のすぐ近くなものですから、そ

ちらの井戸を利用できないかということで、持ち

主の方と話を進めていった中で、使ってもいいで

すよというある程度の内諾をもらいまして、買収

する方向で測量とか調査とかやったところなんで

すが、最終段階になりまして、結局その買収等の

金額で折り合わなくなって、最終的に買えなくな

ったということで、それらを不納欠損ということ

で、今回減ったものでございます。 

  それから、あと一つのラビュームの温泉になり

ますが、最終的なそちらの井戸を今回の認可でも

使うようにしているわけですが、当時やはり同じ

ように使えるかどうかということで調査をしたも

のを、先ほど言った建設仮勘定に計上していたわ

けでございますが、実際にその井戸を使って新湯

の水源とするものについては平成二十七、八年以

降かなということで、その間ちょっと新たにまた

そのときについては調査等を行わなければならな

いものですから、そのやったものについて今回や

はり特別損失ということで計上いたしました。そ

れらが主な理由となってございます。ちょっと複

雑で申しわけないんですが。 

○岡本委員長 鈴木委員、どうぞ。 

○鈴木委員 そして現在はこの新湯のほうに関して

は水は別な形でなっているのか。 

○岡本委員長 水道課長。 

○須藤水道課長 まだ先ほど言った日光にあります

水源から引いております。最終的に先ほど言った

ラジュームの井戸に水源を切りかえるということ

が、今の予定ですと二十七、八年以降かなという

ことで。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 じゃ、最終的には今言った26年か27年

以降にはそのラビューム、これ片仮名なの、平仮

名なの。 

○須藤水道課長 昔第三セクターでゴルフのラビュ

ームという片仮名です。 

○鈴木委員 それは水源池。 

○須藤水道課長 井戸があるんですね。使おうとし

てた井戸が。ただ管がずっと入っているだけなん

ですが。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 最終的には金額的に折り合いがつかな

かったということなんだけれども、今までずっと

交渉はしてきたんだろうけれども、今までになっ

て、合併前の話でしょう、計画していたと。もう

既に８年近くかかっているわけね。だから、その

間に関しては、折り合いがつかなかったというこ

となんだろうけれども、何で今ごろまで引きずっ

てしまったのかなという。 

○岡本委員長 水道課長。 

○須藤水道課長 本来であれば明らかに買収できな

いということになれば、そのときで落として、特

別損失なり振りかえしておけばよかったんですが、

やっていく中でももう少し大丈夫じゃないか、大

丈夫じゃないかというちょっとやはり新たな水源

ということで確保して、ある程度進めていった経

過がありまして、そう簡単にちょっとなかなか特

別損失もできないという中で、ちょっと今まで留
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保していた、保留していたものなんです。今回企

業会計法が26年度から改正になりますので、そこ

らへん勘案した形で、あくまでも工事の見込みが

ないものについては、今回精査をいたしまして、

ちょっと金額は大きくなってしまったんですが、

特別損失ということで経理をさせていただきまし

た。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 事情はわかりました。ただ、強いて言

うならば、もう少し前に事情なり説明は欲しかっ

たなというものはあるなと思うんですね。今状況

的にこうなっているんですよと。これ見て初めて、

未着手何なんだと。新湯のほうでそういった水源

池確保するための折衝をしているんですよという

ような情報でも流れてくれば、また違ったのかな

と思うんだけれども、我々もね。余りにも突発的

に3,300万、合計で3,900万は何なんだというよう

なことを考えると、もう少し前に欲しかったなと

思います。 

  じゃ、もう一点。 

  11ページの企業債、資本的収入の企業債５億

1,480万という、これを企業債としてこういうふ

うに上げてくる根拠というか、例えば５億じゃな

くて７億でもいいんじゃないか。４億でもいいん

じゃないかということを考えると、何で５億

1,480万なのか。その根拠というか、そこら辺の

ところを教えていただければ。 

○岡本委員長 水道課長。 

○須藤水道課長 ４条予算とか３条予算とちょっと

わかりづらい言葉と思うんですが、結局水道事業

で利益を出すための施設として工事を行うものが

４条予算で計上されるんですが、そちらの事業費

のうち国庫補助金も入ってまいりまして、そのう

ちの約２分の１を企業債ということで計上してい

る。おおむね私どもで考えているのが事業費の

50％ということで考えております。これについて

長年にわたっての起債とか償還とか出てきますの

で、そこら辺も見越した形で50％ということで起

債を上げているものになります。 

○鈴木委員 わかりました。とりあえずはいいです。 

○岡本委員長 そのほかにございませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 23年度水道事業会計決算書18ページの

真ん中辺の有収率のこの2.83％落ちている主な要

因というのは何なんでしょう。 

○岡本委員長 水道課長。 

○須藤水道課長 決算質疑でもちょっとお話があり

ましたが、一番大きな要因が現在老朽管更新とい

うことで石綿管とか古くなった鋳鉄管の布設がえ

をやっているところで下がってきて何だろうとい

う疑問がおありかと思うんですが、本管自体につ

いて漏水等はおさまってきているんですが、本管

が改善されたと言うのもおかしいんですが、とい

うことで適正な数が余計保たれることによりまし

て、今度は個人の持っている方の給水管、本管か

ら取り出しの部分になるんですが、そちらの漏水

が大きくなってきている。それからあと、3.11の

震災の関係で個人の方の漏水がやっぱり多々あり

まして、そちらの減免、漏水認定という形で、極

端にやはり23年度はふえておりまして、そちらの

漏水等がふえたということで、有収率が今回2.83

ポイント下がったというふうに判断しております。 

○岡本委員長 髙久委員。 

○髙久委員 そうすると、市の持ち分のほうは修繕

をして改善されたけれども、個人のほうの分のと

ころでそういう漏水などの対策がおくれていると

いうことで、そういう理解でよろしいでしょうか。 

○岡本委員長 水道課長。 

○須藤水道課長 はい、そのとおりです。現在市と

いたしましても、本管から取り出したところから
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メーター手前までにつきましては、漏水があった

時点で市のほうの負担でそれは修理してございま

す。ただし、メーターから先につきましては、個

人の方の負担ということで、そちらについては対

応していただいております。 

  漏水につきましては、欠陥と見ていただければ

と思うんですが、弱いところ、弱いところにいく

ものですから、本管をしても、今度は末端のほう

の細かいところがちょっと漏水になっているだろ

うということで現在判断しているところでござい

ます。これにつきましては、今後特に低いところ

の地域について漏水調査を図りまして、それらの

給水装置、個人の持ち物の部分も含めて漏水調査

をいたしまして、わかった時点ではすぐ漏水修理

等を行って、有収率の改善に努めていきたいとい

うふうに考えてございます。 

○岡本委員長 髙久委員。 

○髙久委員 はい、わかりました。 

  それで、今度はその下に行きます。同じ表のそ

の下、１つ下。給水単価なんですが、何か見ると、

これ2.72円減っていますよね。たしか水道代は値

上げしたんで、上がってくるかなと思って私見て

いたんですが、下がっているというのはどういう

ことなんでしょうか。 

○岡本委員長 水道課長。 

○須藤水道課長 給水単価のほうでよろしいですか。 

○髙久委員 はい、単価です。 

○須藤水道課長 この給水単価の算出にいたしまし

ては、ちょっと下の表で(2)の事業収入に関する

事項ということで、営業収益、それからそのうち

の給水収益ということで22億幾つかという数字が

あるかと思うんですが、これを分子といたしまし

て、先ほど言った有収水量1,296万割った数値に

なりまして、結局有収水量が減って、水をつくる

金が上がってしまったということで、それにつき

ましては、先ほども申しましたが、減価償却費が

上がってきた等の営業費用が……失礼しました、

水道収入が減ってきたということで、結局震災関

係で水を使う量が一時期減りまして、その水道料

金の収入が減ってきております。それから、先ほ

ど言った減価償却費等で約１億何千万かが激変緩

和ということで入ってきておりませんので、そこ

ら辺で供給単価が減ってございます。 

○岡本委員長 髙久委員。 

○髙久委員 わかりました。結構です。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 先ほどの続きで、ラビューム、26年か

27年以降と言いましたよね、24年。なぜ26年、27

年以降になるのかという理由は。 

○岡本委員長 水道課長。 

○須藤水道課長 現在水質が不安的なところという

ことで、私どもで今整備を予定しているところが、

その新湯、それから塩の湯地区というのがござい

ます。それから、板室温泉、本村、昔で簡易水道

的なところなんですが、こちらの水質と、それか

ら施設が老朽化したところで、そこらについての

施設の統合等を予定してございまして、現在板室

温泉、本村も含めて現在配水管、送水管の整備、

それから配水池の整備を予定しております。それ

から、塩の湯につきましても今年度から配水管、

送水管、それから来年度配水池の整備ということ

で、メジロ押しでそういう小さいところを予定し

てございまして、あとは先ほどちょっと話にもお

出ししましたけれども、激変緩和ということで、

ある程度の収入も減ってきている中で、一遍にち

ょっとかかれないということで、順序立ててとい

うんですか、優先と言うと新湯を無視しているの

かというふうになってしまうと思うんですが、そ

こら辺でやはり大きい、小さい中でも大きい順と

いう形で板室、それから塩の湯で最終的に新湯と



－274－ 

いうことで、ちょっと順序立てて整備していきた

いということで、今の流れでいきますと、二十六、

七、八になってしまうかと思うんですが、それ以

降で整備をしたいということで。 

○鈴木委員 はい、わかりました。 

  同じくこの説明資料の５ページ、修繕費という

2,300万、これは以前話が出たと思うんですが、

長寿命化計画、そういうものにのっとってやって

いるのかどうなのかということと、細かく聞きた

いのだけれども、取水浄水施設、配水池、これは

地域としてはどこなのか。そこら辺のところも細

かく教えていただければ。２点聞きたい。 

○岡本委員長 水道課長。 

○須藤水道課長 ここの原水浄水の修繕費につきま

しては、あくまでも浄水施設、それから配水施設、

まず水を浄化している施設、それから水をある程

度蓄えている配水池になりますが、そちらの修繕

になります。こちらの長寿命化計画というか、長

期ビジョンに基づいているのかというと、これら

についてはあくまでも現在やっている中で細々と

した修理をしている金額になります。 

  それから……。 

○鈴木委員 あと細かいところ、場所的にはどこな

のか。 

○須藤水道課長 場所的には施設はちょっといっぱ

いあって、あちこちになってしまうんですが。 

○鈴木委員 じゃ、箇所数ぐらいはわかるでしょう。

何カ所という、これ資料に載っていれば。 

○須藤水道課長 那須塩原市の水道というところで

……。 

○鈴木委員 ８ページ、９ページのものとは違うの。

６、７、８、９と、ページ数で。これは違うの。

どうなの。 

○須藤水道課長 そうです。 

○鈴木委員 それなのね。 

○須藤水道課長 はい。これらの配水池とか浄水場

と書いてあるところの機械とかそういうちょっと

した修理になります。 

○鈴木委員 はい、わかりました。 

  じゃ、もう一点。６ページの委託料、量水器交

換業務委託料で1,400万からあるんですが、これ

は委託料としての各業者が何社ぐらいあるのかと

いうと、指定公認というか、市の水道工事の認定

工事というのかね、そういうところで扱っている

ところに委託しているみたい形なの。 

○岡本委員長 水道課長。 

○須藤水道課長 水道の量水器につきましては、計

量法というのがございまして、メーターについて

は８年に一回、８年以内に交換しなければならな

いものでございまして、那須塩原全体としては約

４万件。それの約８年に一回になりますので、単

純計算でいきますと、約１年に5,000個になるか

と思うんですが、平成23年度につきましては、数

的にいきましたら4,815戸の交換をしてございま

す。こちらにつきましては委員のおっしゃったと

おり、市内の指定工事業者に地区割りをいたしま

して、10区画に分けまして発注してございます、

当然入札で。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ちなみに１台幾らぐらいするんですか。

これは我々が家庭が払うものなのか。１台幾らな

のかという。 

○岡本委員長 水道課長。 

○須藤水道課長 費用につきましては、あくまでも

うちのほうがそのメーターに基づいて使用料とい

う形でいただきますので、そちらについては水道

料金の中に基本料金とか、そちらに含まれており

まして、市のほうのそれは負担となりまして、お

客様については利用者の方については一切……。 

○鈴木委員 内部でも水道料金に載っていると。 
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○須藤水道課長 そうですね。それが基本料金の算

定の一部にはなっております。 

  あと金額ですか。それはメーターによってちょ

っといろいろ違うものですから、メーターは13mm

から、大きいものですと100mmとかあるんですが、

概算になってしまうんですが、一般家庭の13mmで

すと、約1,800円ぐらい。 

○岡本委員長 部長。 

○岡﨑部長 ちょっと補足させてもらって、メータ

ーについては８年ごとに交換する。メーターは市

のほうである程度購入します。その購入したもの

を委託費でセットするということですので、ここ

に書いてあるのは、あくまでもうちで買ったメー

ターですね。家庭のメーター器のところで、取り

かえるそういう業務です。 

○鈴木委員 取りかえる費用ということですね。 

○岡﨑部長 そうですね。 

○岡本委員長 金額は1,800円で間違いないんです

か。 

○須藤水道課長 入札によって違ってしまうので。 

○鈴木委員 14ページに量水器購入費と。 

○岡本委員長 水道課長。 

○須藤水道課長 14ページの量水器、これは新規の

ものとなります。新たに水道に加入されて、つけ

る場合の量水器の購入価格になります。 

○鈴木委員 新規のね。市で買う場合。 

○須藤水道課長 はい。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 同じく14ページで工事請負費、これは

後から資料でいいかなと思うんだけれども、老朽

管更新事業ということで、たしか10年計画でやっ

ていると思ったんだけれども、その進捗状況とい

うか、それを配水管整備事業と同じくあわせて、

後で資料をもらえればいいかなと思うんだけれど

も。 

○須藤水道課長 そうすると、何㎞予定していて、

何ｍ終わったという。 

○鈴木委員 先ほど口頭で説明あったけれども、も

う少しわかりやすく表で出されるとわかるかなと

思うんです。どこか提示されていれば、それはそ

れで構わないんですね。 

○須藤水道課長 じゃ、そちらについての資料でよ

ろしいですか。 

○鈴木委員 それで結構です。 

○岡本委員長 それでは、会議の途中ですが、ここ

で10分間休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時０２分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○岡本委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  ほかに引き続きご意見等はございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 ９ページ、水道事業費の手数料という

ことで378万663円ということで計上されています

けれども、このコンビニ収納手数料、郵便振替手

数料等々についてお聞かせ願えれば。 

○岡本委員長 水道課長。 

○須藤水道課長 これは水道料金を直接窓口に払う

方、それから銀行で振替によって払う方、それか

らコンビニで納付書に基づいて払う方ということ

で、それらの納付については手数料、コンビニで

あれば、扱った件数に対して金額をちょっと調べ

てみたいと思うんですが、それらの預かりの手数

料というんですか、銀行につきましては、銀行で

預かって、市の口座に振り込む、ということで１

件10円だった。金額はちょっと不確定で申しわけ

ないんですが、改めてご報告したいと思いますが、
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10円だったと記憶しておりますが、そういうこと

で手数料がかかります。すべてそういうような形

で代理で、代理というか窓口で事業をしていただ

いて、市の水道事業を振り込む等の手続の手数料

ということでご理解いただければと思うんです。 

○鈴木委員 はい、わかりました。 

  じゃ、細かいところで、後で資料、件数によっ

ても料金変わるというような話もあったんで、信

用金庫、郵便局でも支払えるんだと思うので、そ

こら辺等も教えていただければと思います。 

  以上です。 

○岡本委員長 水道課長。 

○須藤水道課長 先ほど答弁を漏らしておりました

メーター交換１器当たりということでご説明させ

ていただきます。１カ所当たり大体2,900円の経

費がかかっているということでご理解いただけれ

ばと思います。 

○鈴木委員 はい、わかりました。 

○岡本委員長 そのほかございますか。 

  人見委員。 

○人見委員 10ページの固定資産除却費、これは石

綿管関係で、あそこの処理する中の費用だと思う

んだけれども、どこで処理しているのか。 

○岡本委員長 水道課長。 

○須藤水道課長 ここの除却費と申しますのは、本

来であれば残っているものなんですが、新たに交

換してしまったので、その持っている価値という

んですか、それの除却費ということで、その処分

とかの除却費ではなくて、そのものをなくした、

本来物を建てますと、減価償却でだんだん物の価

値が減ってきて、まだ例えば1,000円のものを建

てて、減価償却施設で例えばまだ500円の価値が

あると。まだその500円の価値ある間に新しいも

のに変えた、その500円を処分するものがここで

言う構築物除却費になりまして、石綿管とか、あ

と車の更新とか廃車とかの金額になります。残存

価格あるものを新たなものに今現在布設がえして

いるんですが、それの残存価格をなしにというか、

損失だという形で出しています。 

○岡﨑上下水道部長 そこにあったものがなくなっ

てしまうので、それを除去するということですね。 

○岡本委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○岡本委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第11号 平成23年度那須塩原市水道事業会

計決算認定については、原案のとおり認定すべき

ものとすることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり認定すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○岡本委員長 その他執行部から何かありますか。 

○須藤水道課長 （その他について説明。） 

 それでは、以上で水道課の審査を終了いたします。 
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  ご苦労さまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午前１１時１８分 

 

再開 午前１１時２０分 

 

○岡本委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎下水道課の審査 

○岡本委員長 ただいまから下水道課の審査を行い

ます。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７０号、議案第７４号及

び議案第７５号の説明、質疑、

討論、採決 

○岡本委員長 それでは、議案第70号 平成24年度

那須塩原市一般会計補正予算（第２号）を議題と

いたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  下水道課長。 

○君島下水道課長 （議案第70号、議案第74号及び

議案第75号について説明。） 

○岡本委員長 説明が終わりました。 

  それでは、議案第70号、議案第74号及び議案第

75号につきまして、あわせまして各委員の質疑、

意見等をお受けいたします。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 28ページの公課費、消費税分というこ

とで、予算額が少なくなったというような話もあ

ったと思うんですが、なぜ少なかったのか。 

  もう一つ、あわせて納税に云々というような言

葉もあったと思うんですが、そこのところもう一

つお聞かせください。 

○岡本委員長 下水道課長。 

○君島下水道課長 消費税は当初予算ベースで予定

をしまして予算を組んでいるんですが、実際には

確定申告というのは決算で申告をしますので、実

際の当初予算のときよりも昨年も説明申し上げま

したが、補助事業費ですとか、そういったものが

補助の内示率というのがかなり抑えられてきてい

まして、全体的に事業が少なくなったと。歳出す

るべき予算が少なくなっておりますので、繰り越

しも当然次年度へ繰り越してしまいますので、歳

出すべき課税のほうの支出が少なくなっていると、

全体的に。そのために控除すべきほうの側が少な

くなってしまっているために、残り分が多くなっ

ているんで、全額が計算上ふえてしまう。そうい

うことで税額が当初予算で見積もりしたときより

も結果的に多くなってしまったということでござ

います。これは全体的な入るお金と出すお金のバ

ランスの関係ですので、そういうふうに全体的に

決算が動きますので、減ったりふえたりがあると

いうことでございます。これが全体の仕組みとい

うか、そういうことでございます。 

○岡﨑上下水道部長 ちょっと補足させてもらって

いいですか。 

○岡本委員長 部長。 

○岡﨑上下水道部長 私も素人で、わかりやすく言

いますと、消費税というのは売り上げた消費税、

使用料で消費税が入っていたものが下水道の使用

料で入ってきますよね、預かる消費税。あと工事

とか委託費で支払う消費税の差額を消費税として
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納める。まず使用料については、予算上はやはり

安全側に見ますので実質は多く、支払い消費税は

工事費がある程度国庫補助になどで抑えられたり、

繰り越ししたことによって合算した金額が小さく

なってしまう。それで、もらったものから引き算

するんですが、頭が大きくなって、引くものが小

さくなったので、消費税がふえたという簡単には

そんな仕組みになっています。 

  例年予算と決算がぴったりであればないんです

が、やはり安全に入ってくるお金は抑えますし、

支払うお金もちょっと多く見ているんですが、入

札の差額とか、そういういろいろなことで減って

くるということで、どうしても差額がふえていっ

てしまう。消費税がふえていってしまうというこ

とで、そんな仕組みになります。 

○鈴木委員 わかりました。イメージわきました。 

○岡本委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第70号 平成24年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）、議案第74号 平成24年度那須

塩原市下水道事業特別会計補正予算（第１号）及

び議案第75号 平成24年度那須塩原市農業集落排

水事業特別会計補正予算（第１号）については、

原案のとおり可決すべきものとすることで異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○岡本委員長 それでは、建設水道常任委員会を決

算審査特別委員会（第四分科会）に切りかえます。 

  それでは、認定第１号 平成23年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  下水道課長。 

○君島下水道課長 （認定第１号について説明。） 

○岡本委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  人見委員。 

○人見委員 151ページの消火栓設置整備事業の関

係の中で、課長の説明の中で520万減額だったと

いう、これは基数が少なかったというの。 

○岡本委員長 下水道課長。 

○君島下水道課長 今人見委員のお話にあったとお

り、基数がうちのほうの予算見込みよりも減った

ということでの減額でございます。 

○岡本委員長 人見委員。 

○人見委員 希望が少なかったという、そういう形

で理解していいの。 

○岡本委員長 下水道課長。 

○君島下水道課長 当初予定は約300基ぐらい    
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を見込んでいましたが、希望が少なくなって、さ

らに22年度の決算との比較よりも全体的に数が少

なくなっているということでございます。 

○岡本委員長 人見委員。 

○人見委員 住宅を建てる人が少なくなったという

理解でいいの。 

○岡本委員長 下水道課長。 

○君島下水道課長 そのとおりで、建物確認、建築

指導課のほうの確認申請の件数を調べてみました

ところ、やっぱり全体的に東日本大震災等の影響

を多分もろに受けているんだと思いますが、建築

件数などがかなり減ってきているという状況が多

分主な原因の一つではないかというふうに考えら

れます。 

○岡本委員長 人見委員。 

○人見委員 震災関係から、要するに今まで10年間

の中で震災がなければ上昇気流に乗ってたのかど

うなのか、そこら辺は。 

○岡本委員長 下水道課長。 

○君島下水道課長 その以前はほぼ横ばいに来てい

ましたので、ぐっと上がるというようなのはなか

なかちょっとあれかもしれませんが、横ばいに来

ていたのが震災でずっと落ち込んだので、そうい

った影響がなくなれば、またちょっともち返すの

ではないかというちょっと見方もできるかと思い

ます。 

○人見委員 了解。 

○岡﨑上下水道部長 ちょっと一点補足よろしいで

すか。 

○岡本委員長 はい。 

○岡﨑上下水道部長 お配りしたページの35ページ

に平成20年から23年度までの設置状況がありまし

て、徐々に減少傾向にあるという数字が35ページ、

詳細ありますので、もし参考になればと思います。

すみません。 

○岡本委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○岡本委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第１号 平成23年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり認定すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第５号の説明、質疑、討論、

採決 

○岡本委員長 続きまして、認定第５号 平成23年

度那須塩原市下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  下水道課長。 

○君島下水道課長 （認定第５号について説明。） 

○岡本委員長 説明が終わりました。 

  ここで昼食のため休憩といたします。 
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  午後１時委員会を再開いたします。 

 

休憩 午後 零時１５分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○岡本委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を開きます。 

  説明が終わりましたので、各委員の質疑、意見

等をお受けいたします。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 380ページの諸収入、わかりますわね。

この下水道事業協力金という形で265万3,560円と

あがってきておりますけれども、これの内訳と、

その下にある雑入での廃材売却費というものはど

ういったものなのか教えていただきたいと思いま

す。 

○岡本委員長 下水道課長。 

○君島下水道課長 ただいまのご質問のありました

下水道事業協力金と、それから雑入のほうの廃材

売却費でございますが、まず下水道事業の協力金

でございますけれども、これは具体的に言います

と、西那須野の烏ケ森の南側のところにアジサイ

ホテルというのがあったと思うんですが、それが

国道４号の築造工事、整備事業に伴いまして、あ

そこを引っ越しまして、カゴメの後ろ側というか、

西側というんですか、ゴルフ練習場のあるわきの

ほうに引っ越しまして、そのときにもともとあそ

こは区域下水道の使える区域の外が、本管は通っ

ているんですけれども、区域の外側になっており

ますので、そちらへ引っ越す際に、自分で汚水ま

すを取り出しをして、下水道に接続をするという

ふうになりまして、あそこの敷地面積にかかわる

部分が下水道の使えるエリアですと、受益者負担

金というのがかかるんですけれども、下水道の区

域じゃない、本管は通っているんだけれども、区

域の外側になっているエリアは協力金という形で、

同じようなものなんですけれども、協力金という

形でお金をいただいているんですね。その際に、

その土地の面積を出しまして、出たお金が265万

3,560円になるということでございます。 

  それから次に、廃材の売却費ですけれども、こ

れは塩原水処理センターがちょっと老朽化してき

ていますんで、そういった中の施設の更新工事を

継続事業でやりました。その中にステンレスの配

管類が使ってあるんですけれども、それらを実際

に外しますと、実際に有価物として処分ができる

ということになりまして、それを外した際に、う

ちのほうのもともと下水道課の水処理センターの

処理ですので、それを一般の業者、そういった許

可を持っている業者のほうに見積もりを何社かに

させまして、一番高い見積もりをした業者さんに

払い下げをするということで、出たお金が158万

4,474円ということでございます。 

  以上です。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 それほどになったんだ。かなりな量と

いうかトン数というか、重量的にはそういう形に

なるんでしょう。 

○岡本委員長 下水道課長。 

○君島下水道課長 すみません、ちょっとトン数の

ほうは手元に今資料がないのですけれども、ほと

んど使えるというか、さびてしまったりしないの

で、ステンレスがそのまま残っていまして、ステ

ンレスは相場のほう、何か相当いい値段になりま

すので、それを見積もりの中で一番見積もりを出

してくれたというところでこのぐらいの金額にな

ったということです。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そのままの状態をほかでも使えるとい
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う意味合いでいいんですかね。 

○岡本委員長 下水道課長。 

○君島下水道課長 これはもうそこ用につくったも

の、オーダーメイドしたものですので、ほかに持

っていって使えるというよりは、どちらかという

とスクラップ部品として、また再生すればステン

レスとして使えますよということですので、物が

そのままほかで使えるとかという形のものではな

いです。 

○鈴木委員 了解です。わかりました。 

○岡本委員長 ほかにございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 388ページのこの委託料の内訳という

ことで入っていますけれども、大原間地内の大原

間国道４号下水道敷設がえ設計業務ということと、

その下にある地質調査業務、鍋掛地内調査業務等

測量業務その４となっていますけれども、これは

国道４号は従来出たアンダーのところからセブン

イレブンまでなのか、駅から真ん中まで北なのか、

そこら辺のところとその違いはどこら辺なのか教

えていただきたい。 

○岡本委員長 下水道課長。 

○君島下水道課長 ただいまのご質問でございます

が、大原間の国道４号下水道敷設がえ設計業務に

つきましては、昨年も何回か国道４号の関係はご

説明を申し上げましたが、西通りのアンダーから

一番北側のセブンイレブンまでの東小屋のＴ字路

まで、あそこの十字路ですか、あそこまでの大体

850ｍぐらいの両サイドになります設計を昨年い

ろいろ何回も組みかえですとか、いろいろ説明を

申し上げたんですが、国交省のほうの都合で、な

かなか実際に昨年度中に工事に入るまでに至らな

かったということがありまして、うちのほう、補

正予算で業務委託の予算をいただいていたもので

すから、その後実際にことしでやるに向けた設計

業務を去年のうちに発注をしましてやったものと

いうことで、この714万円を実施いたしました。 

  次に、その下の地質調査業務と測量業務、その

後につきましては、これはいずれも24年度今年度

工事を予定になっている箇所でございまして、主

に鍋掛地内と、それから地質業務と、それから測

量業務で鍋掛地内、それから、その下のその後に

つきましては、上厚崎井口地内ですが、24年度今

年度工事をやるところということで、一応その準

備として測量を進めまして、工事の図面等をつく

るもの、それから地質調査業務につきましては、

実際に工事に入る前に、どういった工事の場所が

地質になっているかとかによりまして、一応設計

の内容が若干変わってくるものですから、補助事

業などでやる際には、そういったものをきちっと

調査をしてやりなさいよということで行っている

ものですから、そういった新しく工事に入ってい

くような地区については、地質調査とかそういっ

たものをやるようにして、一応工事に当たっての

手抜かりがないように準備を進めるものでござい

ます。 

○鈴木委員 わかりました。 

○岡本委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○岡本委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、討論を終結
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いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第５号 平成23年度那須塩原市下水道事業

特別会計歳入歳出決算認定については、原案のと

おり認定すべきものとすることで異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり認定すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第６号の説明、質疑、討論、

採決 

○岡本委員長 続きまして、認定第６号 平成23年

度那須塩原市農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  下水道課長。 

○君島下水道課長 （認定第６号について説明。） 

○岡本委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  髙久委員。 

○髙久委員 ちょっと地区がよくわからないんです

が。 

○君島下水道課長 東部地区というのは、もともと

農集は西那須野地区だけでやっておった事業です

が、東部地区というのは西那須野のエリアから言

うと東部地区になるという意味の東部なんだと思

うんですけれども、主にエリアとしては、槻沢小

学校の周りから東北線を挟みまして、東側のほう

のエリアが一部ぐるっとかかっているような状況

でして、ちょうど線路を越えまして、線路の東側

に浄化センターがありますので、あれからの界隈

という場所ですかね。あの辺でございます。 

○髙久委員 わかりました。 

○岡本委員長 ほかにございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 １点だけお聞きしたいんですが、392

ページの受益者分担金収納率ということでお聞き

したいんですが、現年度分100％というのはすば

らしいと思うんですが、今までもずっと100％な

のかどうなのかと、滞納繰越分の11.8％というの

も対前年というか、今までと比べていいのか悪い

のか、低いのか高いのか、そこら辺のところを教

えていただきたい。 

○岡本委員長 下水道課長。 

○君島下水道課長 ちなみに現年度分の100％につ

きましては22年度分も100％ですので、22と23の

単純比較では同じ率になっております。さらに当

然滞納繰越分があるという方向に流れてきており

ますので、ずっと古いものについては滞納があっ

たりして、それを分割払いで払ってもらっている

ので、こういうふうな結果になってきております

が、ちなみに滞納繰越分の22年度分につきまして

は、パーセントでいくと1.3％ですので、率で言

うと23年度は改善されたということですけれども、

実際には年度によってかなり波がありますので、

一概にどちらの傾向にあるとかというのは言えな

いと思いますが、23年度については22年度との単

純比較でパーセントはかなり上がって改善された

ということでございます。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 いや、すばらしいことだと思うんです

が、ちょっとずれるのかどうなのかわからないん

ですが、今年度の今までの分ぐらいまでがわかっ

ている部分というのはあるんですか。収納率が、

滞納繰越分でのパーセントがこの半年ぐらいでは

何％ぐらい上がっているというのは今はわかりま
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すか、今年度になってしまうけれども。 

○君島下水道課長 滞納繰越分、一括で納めてくれ

る人ばかりじゃなくて、分納している場合は同じ

率でいきますので、24年度の今のところの同じく

ちゃんと納めてくれている人はちゃんと納めてく

れているんで、多分同じ率ぐらいでいっていると

思います。 

○鈴木委員 わかりました。結構です。 

○岡本委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○岡本委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第６号 平成23年度那須塩原市農業集落排

水事業特別会計歳入歳出決算認定については、原

案のとおり認定すべきものとすることで異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり認定すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○岡本委員長 その他執行部から何かありますか。 

○君島下水道課長 （その他について説明。） 

○岡本委員長 それでは、以上で下水道課の審査を

終了いたします。 

  本日の審査事項は以上で終了となります。 

  ４番のその他に入る前に、ここで執行部退席の

ため、暫時休憩といたします。 

  執行部の皆様、大変ご苦労さまでした。 

 

休憩 午後 １時３１分 

 

再開 午後 １時３１分 

 

○岡本委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○岡本委員長 これより大きな４番、その他に入り

ます。 

  委員の皆様から何かありますか。 

〔発言する人なし〕 

○岡本委員長 それでは、事務局から何かあります

か。 

○小磯議会事務局書記 ありません。 

○岡本委員長 それでは、４その他を終了いたしま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○岡本委員長 以上で本日の建設水道常任委員会を

散会いたします。 

  大変ご苦労さまでした。 
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散会 午後 １時３２分 
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建設水道常任委員会及び予算審査・決算審査特別委員会（第四分科会） 

 

平成２４年９月２０日（木曜日）午前１０時開会 

 

出席委員（７名） 

委 員 長 岡 本 真 芳 君 副 委 員 長 岡 部 瑞 穂 君 

委 員 大 野 恭 男 君 委 員 鈴 木   紀 君 

委 員 髙 久 好 一 君 委 員 人 見 菊 一 君 
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議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長あいさつ 

  ３．審査事項 

   〔建設部〕 

    ・建設部長あいさつ 

   〔都市計画課〕 

    ・議案第７０号 平成２４年度那須塩原市一般会計補正予算（第２号） 

    ■決算審査 

    ・認定第 １号 平成２３年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ７号 平成２３年度那須塩原市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について 

    ・その他 

   〔都市整備課〕 

    ・議案第７０号 平成２４年度那須塩原市一般会計補正予算（第２号） 

    ■決算審査 

    ・認定第 １号 平成２３年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・その他 

   〔道路課〕 

    ・議案第７０号 平成２４年度那須塩原市一般会計補正予算（第２号） 

    ■決算審査 

    ・認定第 １号 平成２３年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・その他 

   〔建築指導課〕 

    ・議案第７０号 平成２４年度那須塩原市一般会計補正予算（第２号） 

    ■決算審査 

    ・認定第 １号 平成２３年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・その他 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○岡本委員長 それでは、改めまして皆さん、おは

ようございます。 

  散会前に引き続き建設水道常任委員会を再開い

たします。 

  本日は建設部の審査を行います。委員各位にお

かれましては、慎重なる審議とともに、円滑な進

行へご協力をお願い申し上げまして、あいさつと

いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎都市計画課の審査 

○岡本委員長 これより３、審査事項に入ります。 

  まずは建設部長のごあいさつをお願いいたしま

す。 

○薄井建設部長 （挨拶） 

○岡本委員長 ありがとうございました。 

  それでは、早速ただいまから都市計画課の審査

を行います。 

  担当課の皆さん、本日は大変ご苦労さまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７０号の説明、質疑、討

論、採決 

○岡本委員長 それでは、議案第70号 平成24年度

那須塩原市一般会計補正予算（第２号）を議題と

いたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  都市計画課長。 

○若目田都市計画課長 （議案第70号について説

明） 

○岡本委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 今の開発行為事務推進費ということで

すけれども、この修繕は年度計画じゃないけれど

も、計画をもって順次これぐらいの予算でもって

毎年やっていくのか。今回は100万ということだ

けれども、全体で言うと、この約420カ所、１年

で５カ所ずつやったら何年かかるんですかの話に

なると思うんで、そこら辺との計画的な部分で進

め、今後むしろ進めていくのかどうなのかお聞か

せください。 

○岡本委員長 都市計画課長。 

○若目田都市計画課長 この額につきましては、毎

年５カ所程度ということで100万ということで、

23年度も100万ずつ計上させていただきました。

24年度も100万ということで、定期的に、計画的

に５カ所というんですが、419カ所全部修繕積む

ということではありませんので、評価をしまして、

５から４というような形で、その応募枠と緊急度

が修繕度は高いという中でやりまして、来年度や

れば、５というような箇所につきましては、25年

度で一応終わることになりますが、その後も当然

５ではなくても修繕が必要というふうに思われま

すので、随時やっていきたいというようなことで

考えております。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 いずれにしろ、２年たてば新しいのが

２年古くなっていくわけだから、長寿命化じゃな

いけれども、そういった計画を持ってやっていく

ほうがいいのかなと思うんだけれども、そこら辺

のところの計画は今後つくっていく予定にしてあ

るのかどうなのかという部分についてはどうなん

ですか。 

○岡本委員長 都市計画課長。 
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○若目田都市計画課長 今申しましたように、22年

度で評価して、そのときには木が小さくても、今

度だんだん木が大きくなっていくというような状

況になっていくと思いますので、小さい木につき

ましては地元の管理という中でやっていただくん

ですが、手に負えないものにつきましては、うち

のほうの管理になりますので、計画的に計画をつ

くるといいましても、なかなかじゃどういうふう

にというのは、つくってもまた変わってしまうと

いうこともありますので、そういった中で100万

程度は毎年これから要求して、随時必要性が出て

きたものについては修繕したいというふうに考え

ています。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 樹木に関しては特に桜の木などは伸び

が早いというふうに聞いているんで、だから、本

当に１年、２年言ってられないのかなという気が

しないわけでもないんで、そういう部分から言う

と、毎年100万程度でもきちんと上げてくるとい

うので、了解しました。結構です。 

○岡本委員長 ほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○岡本委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第70号 平成24年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○岡本委員長 建設水道常任委員会を決算審査特別

委員会第４分科会に切りかえます。 

  それでは、認定第１号 平成23年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  都市計画課長。 

○若目田都市計画課長 （認定第１号について説

明） 

○岡本委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  髙久委員。 

○髙久委員 今の231ページの基準点がずれたとい

う事故繰り越しというのは、これだって滅多にな

いんでしょう。 

○岡本委員長 都市計画課長。 

○若目田都市計画課長 おっしゃるとおり、滅多に

ないことでありまして、東北のほうでは何ｍでし

たか、２ｍだか何ｍかずれたというんで、この辺

でも七、八十センチは多分ずれたと思いますので、

それがなかなかずれたものが確定するまでにちょ

っと時間を要したということで、ことしの８月の

ころにやっとそれが正式に話題として出たという
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ことで、今統計とか座標でやっていますので、そ

れがずれてしまったということで、調査するのに

随分時間がかかったということでございます。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 今のに関連しているんですが、物件移

転補償という建物１件3,960万、かなりな高額の

ような気がするんだけれども、中身的にはどうい

った中身なのか教えていただければ。建物１件、

民家なんだろうと思うんだけれども。うちだった

ら２軒ぐらい建ってしまう。 

○岡本委員長 都市計画課副主幹。 

○平石都市計画課副主幹 一応ちょっと細かいとこ

ろのデータないんですけれども、建物の分のほう

が母屋が１棟と納屋が３棟。母屋のほうもちょっ

と今データがないんですけれども、結構大きなも

のでございます。 

○鈴木委員 結構な平米数でしょう。 

○平石都市計画課副主幹 そうです。ちょっと細か

いデータが今ないので。 

○鈴木委員 後で教えてください。 

○平石都市計画課副主幹 はい。 

○岡本委員長 副委員長。 

○岡部委員 ４項１目の国道400号がま石トンネル

中塩原バイパスの開通式典業務費用で計上されて

おりまして、トンネルのほうの式典は参加もさせ

ていただいて承知しておりますんですが、中塩原

がそのときと同時に開通という認識でよろしいん

でしょうか。そして、もしそうだとすると、旧国

道400号の街通り、以前にも一般質問で質問が出

たと思うんですが、現状はまだ市道にはなってら

っしゃらない。なるとすると、いろいろなこれか

らの街通りの道路のもろもろのことが市のほうに

課せられるんですが、どういうふうに認識をして

いらっしゃいましょうか。もうしばらくは双方と

も国道にしておいたほうがより効果的だと思われ

ているんだかどうか。その点をお教えいただきた

いと思います。 

○岡本委員長 都市計画課長。 

○若目田都市計画課長 議員さんおっしゃられまし

たように、この開通式につきましては、平成23年

９月29日にまず初めに下塩原バイパス、がま石ト

ンネルで行いまして、その後中塩原バイパス、当

日同じ日にやりました。ですから、同時にやった

ということでございます。開通に伴う市道の認定

でございますが、まだ正式に市道としては認定は

されておりません。旧温泉街のですね。今後そう

いった手続が当然市道認定になりますと、議会の

議決となりますので、正式な手続を経て認定にな

る予定でございます。温泉街のですね。 

  あと、下のトンネルのほうの旧道のほうはまだ

ですが、上のほうの部分についてはその予定でご

ざいます。 

  あとは、今後道路の整備ということですが、市

道になれば、市のほうでどういった修繕を同時に

していくことになりますけれども、どういった整

備が必要かというのは、今後も検討されるという

ふうに考えております。 

  以上です。 

○岡本委員長 副委員長。 

○岡部委員 非常に土木費の予算も少なくなられて

おりますので、財政上市道になったら、なかなか

できないんじゃないかというような気もいたしま

すので、その辺の効果的な兼ね合いを見て市道に

変更するというような考えもしておいていただき

たいと思うんです。 

○岡本委員長 都市計画課長。 

○若目田都市計画課長 確かにおっしゃるとおり、

市のほうの市道になりますと、費用負担もかかり

ますので、市としてはできればダブル国道という

んですか、そういうような方向ということもでき
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ないかなというようなことで県のほうとも話して

はいるんですが、ただ、県のほうとしましても、

なかなか難しいという中で、どうしても整備をす

るときに、整備が終われば市のほうに移管すると

いうふうな協議ですか、そういった覚書等もあり

ますので、市のほうで受けざるを得ないんじゃな

いかなというふうに考えてございます。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 228ページの役務費の先ほど言った手

数料の関係で新町地区分譲宅地不動産鑑定評価に

４項目ありますけれども、評価する以前の金額と

今の金額と現状、新町、関谷それぞれ何区画あっ

て、何区画残っているのか。この結果、今年度売

れた形跡、形跡という聞き方はないんですね。売

れて収入が上がったのかどうなのか、３つお聞か

せください。 

○岡本委員長 都市計画課長。 

○若目田都市計画課長 まず、鑑定をしまして、平

成24年度の４月から価格見直しを行いました。こ

れにつきましては価格見直しが平成16年と18年と

いうことで、かなり多少とも以前に見直しがあっ

たということでしばらくやっていなかったという

こともありまして、売れ行きも悪いということで

直した経過がございまして、金額につきましては、

大体前回の価格に比べて30％程度の金額が下がっ

ております。ちなみに新町ですと、大体坪で11万

ぐらいだったのが８万ぐらいになりまして、関谷

のほうですと、それより安くて７万程度になって

おりますが、それで、残りの区画数でございます

が、残りは新町が17区画のうちまだ４つしか売っ

ておりませんので、13残っております。関谷につ

きましては23区画残っているというようなことで

ございまして、ことし売れたのかということでご

ざいますが、ことしはまだ売れておりません。売

れるような広報等のＰＲまたは媒介制度、不動産

業者への媒介制度ということで、不動産屋さんに

お願いして、あっせんをしてもらうという制度も

本年度から導入してやっておりますので、これか

ら売れるよう努めていきたいと思っております。 

○鈴木委員 よろしくお願いします。いいです。 

○岡本委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○岡本委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第１号 平成23年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり認定すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第７号の説明、質疑、討論、

採決 

○岡本委員長 続きまして、認定第７号 平成23年

度那須塩原市土地区画整理事業特別会計歳入歳出

決算認定についてを議題といたします。 
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  執行部の説明をお願いいたします。 

  都市計画課長。 

○若目田都市計画課長 （認定第７号について説

明） 

○岡本委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  髙久委員。 

○髙久委員 何遍も聞くようですが、１項１目のこ

の土地売払収入のところの区画というのは全部で

どのくらいなんでしょうか。売れたのは１つとい

うことなんですが。 

○岡本委員長 都市計画課長。 

○若目田都市計画課長 区画整理の北地区につきま

しては全部で50区画ございまして、売れたのは29

ということで、現在まだ21区画が残っております。 

  最近の傾向としましては、平成20年に一番おく

れて７区画売れました。21年が４区画、22年が３

区画、23年が１区画ということで、減っておりま

すが、またこれにつきましても先ほどの住宅地と

同じように、販売促進に努めていきたいと思って

おります。 

  以上です。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 じゃ、今の売払収入の件なんですが、

もう少し詳しく１区画と過年度分の分納の２件と

いうことですけれども、内訳をちょっとお聞かせ

願いたいと思うんですが。 

○岡本委員長 都市計画課長。 

○若目田都市計画課長 それでは、過年度の分納の

分でございますが、これにつきましては平成20年

度にやりました分納の金額としまして、20年から

24年の５カ年で分納ということになっておりまし

て、平成23年度分につきましては32万8,000円の

方が１人、もう１件は平成21年度に売れたもので

ございまして、21年から25年の分納ということで、

この方につきましては88万2,000円ということで

ございまして、分納の分につきましては121万円

でございます。23年度に売れました１区画につき

ましては、先ほど申しました面積でございますが、

1,019万785円ということでございます。以上合わ

せまして1,140万785円というような内訳でござい

ます。 

  以上でございます。 

○鈴木委員 結構です。 

○岡本委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○岡本委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第７号 平成23年度那須塩原市土地区画整

理事業特別会計歳入歳出決算認定については、原

案のとおり認定すべきものとすることで異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり認定すべきものと決しま

した。 

  そのほか執行部から何かありますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○岡本委員長 それでは、以上で都市計画課の審査
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を終了いたします。 

  ご苦労さまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午前１０時４０分 

 

再開 午前１０時４５分 

 

○岡本委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎都市整備課の審査 

○岡本委員長 ただいまから都市整備課の審査を行

います。 

  担当課の皆様、ご苦労さまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７０号の説明、質疑、討

論、採決 

○岡本委員長 それでは、議案第70号 平成24年度

那須塩原市一般会計補正予算（第２号）を議題と

いたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  都市整備課長。 

○松本都市整備課長 （議案第70号について説明） 

○岡本委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 じゃ、１点だけ。９ページ、放射能対

策事業ということで委託料工事請負費で３億

3,000万、これの業者の決め方についてはどうい

った選考を考えているのかお聞きします。 

○岡本委員長 都市整備課長。 

○松本都市整備課長 こちら補正予算ということで、

これからの起工という形になるんですけれども、

私どもの所管課といたしましては、起工から上げ

まして、契約検査課にて業者のほうの選考はさせ

ていただくということになるかと思いますので。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 指名とか入札とかという、そういう形

ではどういうふうな選考をしていくのかという部

分では、全部こちら側にお任せしてしまうという

形なんですか。 

○岡本委員長 都市整備課長。 

○松本都市整備課長 契約検査課のほうで決めてい

ただくという形になります。 

○鈴木委員 わかりました。 

○岡本委員長 ほかにございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 14ページの原材料費工事材料費という

ことですけれども、17万2,000円、公園管理用原

材料ということで、こういったものは当初予算で

は上がってはきてなかったものなんですか。14ペ

ージの。なぜ９月だという。 

○岡本委員長 都市整備課長。 

○松本都市整備課長 当初予算におきましては12万

5,000円計上がありました。これが不足してしま

うということで、今回増額補正ということでお願

いしてあるものでございます。 

○鈴木委員 わかりました。 

○岡本委員長 ほかにございませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 先ほどの９ページに戻ります。放射能

対策なんですが、敷地のコンクリートのところと

か土のところとかいろいろなところがあると思う

んですが、効果的なことはどんなふうに考えてい
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るのか。試験的なこともやっているそうなんです

が、その辺をもうちょっと詳しく聞かせていただ

けると。 

○岡本委員長 都市整備課長。 

○松本都市整備課長 ここで予算計上いたしました

除染の内容といたしましては、芝部分に関しては

深刈りという形、また土、クレー、土部分に関し

ては表土融解という形、また公園等とか住宅等の

側溝に関しては汚泥除去と、あと建物、住宅に関

しては雨どい等の清掃及び雨だれというんですか、

といの下のところの土の撤去等という形になって

おります。 

○髙久委員 それと、そのやった後の表土除去した

ものとか、そういったものはある程度仮置き場み

たいな場所は見通しは立っているのかどうなのか。 

○岡本委員長 都市整備課長。 

○松本都市整備課長 今回の除染工事におきまして

は、敷地内に仮置きという形になっております。 

○髙久委員 そうすると、対応としては高線量地域

のメニューでやるということでよろしいんですか。

土とかそういったものは、芝とかというのは。 

○岡本委員長 都市整備課長。 

○松本都市整備課長 それは低線量地域のメニュー

ということになります。 

○髙久委員 高線量メニューじゃないと入らないと

いう部分が結構あったよね。これ低線量メニュー

で入っているのかい。 

○岡本委員長 都市整備課長。 

○松本都市整備課長 今申し述べたものに関しては

低線量のメニューで入っております。 

○若目田都市計画課長 子供が集まるところとか頻

繁にいるようなところはそういうこともできます。 

○髙久委員 ある程度裁量があるんだ。はい、わか

りました。 

○岡本委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○岡本委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第70号 平成24年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○岡本委員長 建設水道常任委員会を決算審査特別

委員会第４分科会に切りかえます。 

  それでは、認定第１号 平成23年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  都市整備課長。 

○松本都市整備課長 （認定第１号について説明） 

○岡本委員長 説明が終わりましたので、各委員の
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質疑、意見等をお受けいたします。 

  副委員長。 

○岡部委員 ５項２目の住宅管理費の修繕費20事業

というんですか。これの直していただきたいとき

の申請は本庁にじかに言わないと、支所を通して

というわけにいかないんですか。管理上主たると

ころは本庁ですか。支所にはないんですか。 

○岡本委員長 都市整備課長。 

○松本都市整備課長 住宅管理におきましては本庁

都市整備課の住宅係がなっておりまして、支所の

ほうにはそういった業務は行っておりません。 

○岡本委員長 よろしいですか。 

  副委員長。 

○岡部副委員長 ちょっと困った状況を耳にしまし

て、支所の対応がここではできないと。だから本

庁のほうに言ってほしいということで、確かにそ

れが今システムになっているんでしょうけれども、

それを行政サービスと言えるのかなと思いまして、

耳にしたことは電話連絡でもできるとか、文書で

したら今ファクスだってあるわけですから、何と

かそれは、お１人で住んでいらっしゃる方の場合

は非常に、たかが修繕ですけれども、大変なこと

のようにおっしゃっていましたので、その辺のシ

ステムを改善できるや否や伺いたいと思います。 

○岡本委員長 都市整備課長。 

○松本都市整備課長 市営住宅に入居される方の修

繕に関しての申し込み、申請と言われましたけれ

ども、それに関しては当然電話等で受け付けてお

りまして、内容をお聞きしまして、即可能な限り

早く現地を見に行くようにしております。ですの

で、申請書を出さなければいけないということで

はありませんので、お電話でこういった内容のこ

とを言っていただければ、即対応できるようには

なっていると思います。かえって支所を通すより

も早いかなと思っているところであります。 

○岡本委員長 ほかにございますか。 

  人見委員。 

○人見委員 駅前広場関係233万、那須塩原駅前広

場の整備の基本計画策定業務ということで23年度

分費用がかかっているという説明があったわけだ

けれども、具体的にどういうふうな方法で、今現

在どこまで進んでいるのか、その点１点だけ。 

○岡本委員長 都市整備課長。 

○松本都市整備課長 こちら基本計画策定におきま

してはコンサル業者さんに委託しておりまして、

23年度は調査業務等を行っております。これから

地元との聞き取りと意見交換会等を行う、24年度

にですね。25年度におきまして計画書の策定とい

う形で進めているところでございます。 

○岡本委員長 人見委員。 

○人見委員 その地元としてもやっぱり前の反対と

いうような報道があったわけだけれども、今回に

ついてはそういう動きというのは見えないのかな。 

○岡本委員長 都市整備課長。 

○松本都市整備課長 それは駅前の本通り線のこと

かなと思われるんですけれども、それは継続して

いるものは駅前広場の基本計画のときもありまし

て、ただ、議員さんおっしゃられますように、駅

前本通りの当然活性化の中で位置づけしていかな

ければいけないということで、将来的には考えて

おりまして、今は地元の中で活性化委員会という

のがありまして、いろいろイベント等をやる。そ

ちらの方と意見交換等を行っておりまして、この

中では反対というものは全然ない形であろうかと。

また、地元すべてに対してということでのはまだ

入っておりませんので、地元に対して。今のとこ

ろ反対というのは聞いておりません。 

○岡本委員長 じゃ、部長、どうぞ。 

○薄井建設部長 駅前の大通り、本通りの整備につ

いては賛成とか反対とかということはうちのほう
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もまだ……、ただ、意向としては現況の幅員で足

りるのではないですかという意見がある。今都市

計画決定されているのは25ｍですけれども、25ｍ

に広げる必要はないのではないですかという意見

はあるのは確かです。それをどうするかというの

は今後の話。 

○岡本委員長 人見委員。 

○人見委員 基本的な計画しているのは、やっぱり

駅前広場の整備という、模様がえをしていくんだ

というような考えだと思うんだけれども、市営駐

車場、そこまでの整備も考えているの。 

○岡本委員長 都市整備課長。 

○松本都市整備課長 これからの意見交換会になる

かと思うんですけれども、今臨時駐車になってい

るところも含めて計画していきたいと思っており

ます。 

○岡本委員長 人見委員。 

○人見委員 何となくスペース的に少ないのかなと

いう感じはするんだけれども、あの敷地内でより

近代的な駅前整備という形を考えていいんだと思

うんだけれども、今現在どんな、こんなふうな格

好にしたいという夢は持っているのかな。 

  設計委託の人らに一切まかせきりでやってるの

か、市の考えというのは。 

○岡本委員長 都市整備課長。 

○松本都市整備課長 委託設計、コンサル業者に任

せるということは絶対ないことで、当然提案はし

ていただきますけれども、決めるのは地元の皆さ

んの意見を聞きながら決めていくという形になっ

ております。それで、その中でコンサルさんの提

案もありますし、市としての地元の皆さんにご提

案となりますけども。 

○岡本委員長 人見委員。 

○人見委員 黒磯駅前が寂れてしまって、閑古鳥が

鳴いているような状態で、非常に我々としては寂

しい思いをしている状態なんで、ぜひともこの事

業を成功させるように担当課、部署を中心にきっ

ちりスクラムを組んで頑張って発展につなげてい

ただきたいということを強くお願いしておきます。 

  以上です。 

○岡本委員長 ほかにございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 駅前のほうじゃないんですが、12ペー

ジの市営住宅管理戸数家賃収入率ということで、

先ほど説明にあった過年度分に関しては強制退去

の分のお金ですよということを言っていましたけ

れども、極端な話で裁判までいった例はあるのか

どうなのかと、その後にもあったけれども、内容

証明等についても決算が出ていましたよね。それ

とあわせて内容証明はどのぐらいぶっつけたのか。

強制退去で出ていっていただいた方は何件という

か、そういったものを教えていただきたい。 

○岡本委員長 都市整備課長。 

○松本都市整備課長 内容証明を送った件数につき

ましては、ちょっと今手元に資料がありませんの

で、郵送料といたしましては8,462円の決算にな

っております。23年度は裁判により強制退去した

のは１件ということになっております。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 金額的にわかりますか。当然これ収納

額でその分は入ってきているのか、全然もらえな

かったのかという部分も含めてなんですけれども。

後でいいです。 

○岡本委員長 都市整備課長。 

○松本都市整備課長 調べまして、強制退去した方

の家賃滞納額をご報告したいと思います。 

○鈴木委員 はい、いいです。 

○岡本委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○岡本委員長 ないようですので、質疑を終了した
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いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第１号 平成23年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり認定すべきものと決しま

した。 

○岡本委員長 その他執行部から何かございますか。 

〔「特にありません」と言う人あり〕 

○岡本委員長 それでは、以上で都市整備課の審査

を終了いたします。 

  ご苦労さまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午前１１時２１分 

 

再開 午前１１時３０分 

 

○岡本委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎道路課の審査 

○岡本委員長 ただいまから道路課の審査を行いま

す。 

  担当課の皆様、ご苦労さまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７０号の説明、質疑、討

論、採決 

○岡本委員長 それでは、議案第70号 平成24年度

那須塩原市一般会計補正予算（第２号）を議題と

いたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  道路課長。 

○髙久道路課長 （議案第70号について説明） 

○岡本委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 かなり細かい話なんです。13ページ、

道路橋梁事務推進費ということで賠償金、道路損

害賠償ということで25万円ということですけれど

も、金額的に相当少ないのかなというような気が

しないわけでもないんですが、その点については。 

○岡本委員長 道路課長。 

○髙久道路課長 補償・補てん及び賠償金の賠償金

で道路損害賠償、要するに穴ぼこに落ちてタイヤ

が破損したとか車が破損したということで１年間

を通じてどれぐらいの方か予想はつきませんが、

昨年度だと41万ぐらいですかね。ことしはまだ数

が少ないんですが、これぐらい見込んでいれば、

雨も少なかったようなので大丈夫なのかと。ただ、

これもいつになるかわかりませんが、それがない

ように維持管理のほうを進めていきたいと考えて

おります。 
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  以上です。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 万が一これじゃ足りないといった場合

にはどういった形をとるのか。 

○岡本委員長 道路課長。 

○髙久道路課長 基本的にはこの賠償金でやる場合

と思いますが、緊急といってもなかなか交渉まで

に時間もかかるという形なので、12月補正もしく

は３月補正などで対応できれば賄うということで

は考えております。 

  以上です。 

○鈴木委員 はい、結構でございます。 

○岡本委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○岡本委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第70号 平成24年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  それでは、ちょっと時間が中途半端なんですけ

れども、ここで昼食のため休憩といたします。 

  午後１時から委員会を再開いたします。 

○若田目都市計画課長 委員長、すみません、説明

させていただいた区画整理の関係よろしいですか。 

○岡本委員長 はい、どうぞ。 

○若田目都市計画課長 じゃ、すみません、先ほど

の繰り越しの関係なんですけれども、市政報告書

231ページの北土地区画整理事業の22年度繰り越

し分の中で3,960万の建物の補償関係の欠損でし

たが、その内容ということでございますが、先ほ

ど住宅１棟と納屋３棟というようなご説明をいた

しましたが、面積等につきまして木造住宅につき

ましては259.6平米ということで78坪、結構大き

な家でございまして、農家の住宅でございまして、

これにつきましては引き家ということで補償をし

ております。結構平米11万ちょっということで、

単価も結構高いものですから、これだけで大体

3,000万近くいくと。 

  あと、もう１棟、納屋につきましては、木造と

いうことで39.74平米、坪にしますと13坪、これ

につきましては再築というようなことで約300万

弱、あと、もう１棟木造２階建ての倉庫、これに

つきましては76.59平米、約23坪ですが、これに

つきましても再築というものでございまして、も

う１棟大きなものとしまして、重量鉄骨づくりの

平屋建ての倉庫がございまして、これは121.18平

米ということで、約36.7坪、これにつきましても

引き家ということで800万ということで、総額で

建物だけで4,800万程度になっておりまして、そ

の部分の22年度から23年度までに繰り越した分の

完了払いということで、残った分の支払いという

ような状況でございます。 

  以上です。 

○鈴木委員 総額4,800万ぐらい、5,000万弱という

ことですか。 
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○若田目都市計画課長 そうです。この算定につき

ましては基準がございまして、そういった基準に

基づいてやっておりますので、適正な価格という

ことでご理解いただきたいんですが、この前の一

般質問の中でお話もしたように、区画整理の補償

だけで大体約30億ぐらいかかっている30億だった

と思うんですが、かかっているということで補償

が結構大きいということでございます。 

○鈴木委員 はい、わかりました。ありがとうござ

います。 

○岡本委員長 ありがとうございました。 

 

休憩 午前１１時４４分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○岡本委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○岡本委員長 ただいまから建設水道常任委員会を

決算審査特別委員会第４分科会に切りかえます。 

  それでは、認定第１号 平成23年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  道路課長。 

○髙久道路課長 （認定第１号について説明） 

○岡本委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  髙久委員。 

○髙久委員 159ページ、１項５目環境保全費、機

械器具費、除染用高圧洗浄機２台というのは公民

館にあるものとは性能的にはどうなんですか。 

○岡本委員長 道路課長。 

○髙久道路課長 同じです。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 209ページ、中段にあります補償金、

那須疎水への汚水放流で15万円の補償金というこ

とですけれども、どういった内容での補償なのか、

まず１点お尋ねします。 

○岡本委員長 道路課長。 

○髙久道路課長 那須疎水の第１、第２分水、まあ

迷惑料と一緒なわけですね。これに対する汚水等

流入に対する補償金、協定に基づいて那須疎水土

地改良区にお支払いをしているところでございま

す。 

  以上です。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 具体的にはどういった汚水というのか、

どういうことなのか。 

○岡本委員長 道路課長。 

○髙久道路課長 一般的に雨水が入るとか、あと生

活排水が。下水道が整備されてくるところはあり

ますけれども、その生活排水が入るときもあると。

 生活排水も含めて全体として雨水が一番多いで

すかね、今のところはね。そういうものを含めて

協定の中で支払いの形になっているかと思います。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 212ページのやはり同じく賠償金で車

両事故に伴う損害賠償７件、41万3,000円とあり

ますけれども、主に一番大きい事故、補償は何が

一番大きいのか。ワースト３ぐらいでわかれば。 

○岡本委員長 道路課長。 

○髙久道路課長 通常穴ぼこですね。要するに舗装

に穴があいて、そこにタイヤが、スピードが出て

いるとき普通のタイヤですとそれほどじゃないで
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すけど、そこに高級なアルミ部分がございますね。

そういうものが一番高いのかな。それから、全体

として10割うちのほうで過失で払うわけじゃなく

て、最大でも夜間の場合は７割、通常ですと半分

程度、５割が私どもの支払いという形になってお

ります。ちなみに去年高かったのは、うちのほう

で支払った中では24万1,815円というのがちょっ

と多かったですね。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 24万というのはやっぱりアルミホイー

ル、つまんない話だけれども。 

○岡本委員長 道路課長。 

○髙久道路課長 去年のはちょっとわからないです

けれども。 

○鈴木委員 いいです。大したあれじゃない。 

  213ページの委託料、道路台帳整備業務という

ことで黒磯１路線、西那須野、塩原で合わせて

1,000万近くあるんですが、内容的にはどういっ

たことをするのか。特にこれ塩原地区17路線で

514万5,000円とかという。 

○岡本委員長 道路課長。 

○髙久道路課長 基本的に道路整備した後、用地が

固まりますから、そこに石を入れたり、その面積

等をちゃんと確定しなければならない。そういう

のが実際を超えているということで、予算がつい

た額の範囲内でやる。ちなみに塩原地内は17路線

で2,380ｍほどやっております。西那須野地区が

2,160ｍ、黒磯が900ｍほどやっております。形と

しては石を入れたり、境界石ですね。あと、図面

を確定するということでございます。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 じゃ、新しく工事終わった段階で常に

やっていくという形なんですか。 

○岡本委員長 道路課長。 

○髙久道路課長 今のところはお金がなくてできな

いです。要するにさかのぼって古いのから順々に

やっていくというのが現実的になっています。で

きればお金をもっとつけていただければ……。な

かなか後回しにされるきらいがありますね。とり

あえず古くならないようになるべく、わかってい

るうちにやっていくと。お金をいただきながらで

すね。 

  以上です。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 こう言っては何だけれども、全体的に

終わるのは何十年先になってしまうの。 

○岡本委員長 道路課長。 

○髙久道路課長 現実的には追いつかない状況です。 

  今デジタル化とか、これはこれから出てきます

けれども、そういうのにはやはり用地が確定しな

いと適正な道路管理ができないというのがあるん

で、これと並行して進めていきたいと、そんな感

じで思っています。確定していない用地が結構あ

りますので。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 細かくて悪いんだけれども、確定して

いかないと不都合というのはやっぱりあるんです

か。 

○岡本委員長 道路課長。 

○髙久道路課長 ここへ来て、要するに官民境、境

界を確定したいということで結構来ているんです

が、なかなかそれがぴたぴた来ないというのが、

場合によっては用地のトラブルに巻き込まれる場

合もある。私どもは民民関係でもありますから、

そういう関係も含めて、やっぱり道路用地は確定

したほうがいいのかなという感じでは思っており

ます。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 例えばうちのほうの近所だった例なん

かはそうなのかな。特定の名前は出せない。ベニ
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マルの信号機から保育園側に入った通り、結局境

界が、基本線というのかな、規定の線がどっちな

のかということによって、自分の財産が減るか多

いかという、そういった感じになるのかな。はい、

わかりました。 

  続けて214ページの中ごろにあります委託料と

して橋梁長寿命化修繕橋梁点検業務とありますけ

れども、この長寿命化計画の策定についてはどの

程度進んでいるのか、またいつ策定が進むのか、

そこのところを教えていただきたいと思います。 

○岡本委員長 道路課長。 

○髙久道路課長 点検については昨年度１級、２級、

それとその他で15ｍ以上の路線が88㎞ですね。先

ほども申し上げましたように、点検をさせてもら

いました。それに基づいて今年度修繕計画、要す

るに修繕の必要な橋梁、どの程度かわからないで

すが、そういうのをことし、先ごろ委託に出した

ところです。それに基づいてトータル的に修繕計

画、毎年これぐらい出していかないと、10年、20

年と安全・安心な橋梁が維持できないよという形

になるかと思いますが、そんな形で今は発注して

いる状況で、本年度中に終わる予定でございます。 

  残りについては補助対象 のことですが、これ

は今回の状況を踏まえまして、来年か再来年かに、

本当は自前でもやりたいんですが、なかなか点検

というのは難しいものがあるので、委託業務で対

応できればなという感じでは思っております。 

  以上です。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 では、修繕計画については今年度で一

応終了として、来年度から進めていくというか、

それに基づいてという形でいいのかな。 

○岡本委員長 道路課長。 

○髙久道路課長 修繕計画のほうは今年度末になり

ますので、予算状況には間に合わないと思います

が、出せれば来年出してという感じもありますけ

れども、そんなに遅くないところで緊急性もある

かと思うんですが、そんなのを含めて考えていき

たいという感じでは思っております。 

○岡本委員長 先ほどの鈴木委員の質問は今年度で

点検は終わるのかということだったでしょう。 

○髙久道路課長 計画そのものは今年度で。 

○岡本委員長 終わるということ。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 ちなみ先日の質疑だったと思うんです

が、対象基準が88橋ということで、これを順繰り

やっていくわけでしょうから、最終的には修繕す

る金額そのものをおおむねでいいんだけれども、

どのぐらいの規模を想定しているのか。何十億の

話になるだろうと思う。 

○岡本委員長 道路課長。 

○髙久道路課長 基本的にそんなに、今使って利用

しておりますので、そんなに大きな修繕というの

は、１橋だけありますけれども、そんなにかから

ないのかなという感じはしますけれども、ちょっ

と出てみなくちゃわからない。私らが見てる以上

に重症かもしれないし、そんなにもないかな。た

だ、１橋だけは明神橋がご存じのように今とめて

ますから、それはどういう形になるかというのは

ちょっと予測しがたい感じがありますので、そん

なに何十億まではいかないのかなという感じはし

ますけれどもね。 

○岡本委員長 建設部長。 

○薄井建設部長 この間の本会議の中でもお話しし

ましたように、それがどのぐらいかかるかについ

ては、今策定している中で概略を出していくとい

うことで、実際に修繕そのものについては今年度

の計画の中で策定した中で順次やっていく。必要

のないものもありますから、早急に整備をしなく

てはならないという、手を入れなくてはならない
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というのは少ないですから、そういう意味で策定

をして、順次やっていくと。通常で言うと、定期

的に点検をしていけばいい橋梁がほとんどだと思

いますので、そんなに今すぐ膨大な金額をかけて

修繕をするという流れはないです。 

○岡本委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 コンクリートだとか、そういったもの

の寿命というのは大体40年前後というか、そこら

辺に言われているということを考えると、結構な

年数がたっているのも多いとは思うんです。だか

ら、それも含めての点検になってくるとは思うん

ですが、よろしくお願いしたいと思います。 

  じゃ、もう１点だけ最後に。隣の215ページな

んですが、ちなみに細かいことであれなんですけ

れども、この全天候型常温合材2,840袋というこ

と。これ１袋幾らぐらいするんですかね。あとは

その１袋で穴の大きさ、深さもあるだろうけれど

も、どの程度補修できるのかなと。30㎏の袋なの

か、そこら辺のところはどうなのかとお聞きした

い。 

○芳賀道路課長補佐 正確な数字はちょっとあれな

んですけれども、30㎏で1,700円だと記憶してい

るんですが。 

〔「１袋で１平米ぐらい、そんなできない

か」と言う人あり〕 

○鈴木委員 大体おおむね１平米ぐらい。はい、わ

かりました。結構です。ありがとうございました。 

○岡本委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○岡本委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第１号 平成23年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり認定すべきものと決しま

した。 

○岡本委員長 そのほか執行部から何かありますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○岡本委員長 それでは、以上で道路課の審査を終

了いたします。 

  大変ご苦労さまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午後 １時４３分 

 

再開 午後 １時４７分 

 

○岡本委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎建築指導課の審査 

○岡本委員長 ただいまから建築指導課の審査を行

います。 

  担当課の皆さん、大変ご苦労さまです。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７０号の説明、質疑、討

論、採決 

○岡本委員長 それでは、議案第70号 平成24年度

那須塩原市一般会計補正予算（第２号）を議題と

いたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  建築指導課長。 

○唐橋建築指導課長 （議案第70号について説明） 

○岡本委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 今の１件だけということなんですが、

例年大体１件ぐらいなのか。そういう分では、だ

からこれで、また先ほどの話じゃないけれども、

足りるのか、足りないのかという話になってしま

うんだけれども。 

○岡本委員長 建築指導課長。 

○唐橋建築指導課長 そのとおりでございまして、

例年１件ということで計上いただいておりますの

で、今年度については当初提案させていただいた

んですが、ちょっと経費の削減ということで計上

にならなかったということがございますので、現

段階で要望が出てきてしまったんですね。毎年予

算を計上されているようですけれども、いいんじ

ゃないですかなんていうことで要望が出てきたも

のですから、補正で計上させていただいたもので

ございます。 

  以上でございます。 

○鈴木委員 はい、結構です。 

○岡本委員長 ほかにございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 ほかにないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第70号 平成24年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○岡本委員長 建設水道常任委員会を決算審査特別

委員会第４分科会に切りかえます。 

  それでは、認定第１号 平成23年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  建築指導課長。 

○唐橋建築指導課長 （認定第１号について説明） 

○岡本委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  鈴木委員。 
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○鈴木委員 質疑であったんで、余り細かくは聞き

ません。210ページの耐震アドバイザー派遣とい

うことですけれども、この耐震アドバイザーとい

うのは本市の職員なのか、委託先なのか、もしく

はそれとあわせてアドバイザーとするには当然建

築１級免許、２級免許とか、そういう資格がある

と思うんですね。それをお聞かせください。 

○岡本委員長 建築指導課長。 

○唐橋建築指導課長 ご説明いたします。 

  委員おっしゃるとおりでございまして、当然建

築士の資格がある者ということでございます。そ

れで、協議会というのがございます。これの主体

が栃木県の建築士事務所協会になってるんですね。

なぜかといいますと、耐震補強関係の安全上のチ

ェック機関ということで、認定の仕組みがそうい

ったものの機関がやはり事務所協会のほうを兼ね

ているなんていう状況があるから、ということな

んですが、そこに登録されている建築士の方が認

定のアドバイザーということになってございます。

ですから、市としては一般のお客様から要望があ

りましたらば、建築士会、そこを通しまして、そ

れから事務所協会において連絡とっていただいて、

そちらのほうで指定した人間を派遣してくれると

いうことになります。 

○鈴木委員 わかりました。 

  じゃ、もう１点、ちょっと細かいところで申し

わけないんですが、17ページの建築手数料という

中で、この確認申請の中の工作物というのは何を

対象にするのですか。 

○岡本委員長 建築指導課長。 

○唐橋建築指導課長 一応建築物及びその工作物と

いうのは定義がありまして、建築物にいわゆるな

らないものになってくるんですが、例えば鉄塔で

あるとか、旗ざおであるとか、あと設備的なもの

ではエレベーター、エスカレーター、言葉はちょ

っとダムという言葉今使ってないんですが、日本

では小荷物専用、昔ダムウエーターといった小さ

いもの、そういったものもこの中には含んできま

す。一応基準の中に工作物という定義がございま

すので、それに合致するものだけは申請をいただ

くという形になります。 

○鈴木委員 わかりました。勉強になりました。 

○岡本委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○岡本委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第１号 平成23年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり認定すべきものと決しま

した。 

○岡本委員長 そのほか執行部からありますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○岡本委員長 それでは、以上で建築指導課の審査

を終了いたします。 

  それでは、執行部の皆様、建築指導課の皆様、

ありがとうございました。 
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  それでは、執行部入れかえのため暫時休憩とい

たします。 

 

休憩 午後 ２時０７分 

 

再開 午後 ２時１１分 

 

○岡本委員長 それでは、都市整備課より発言がご

ざいます。 

  課長、どうぞ。 

○松本都市整備課長 午前中の鈴木議員さんのほう

からご質問がありました件について、ここの場を

かりてお答えしたいと思います。 

  まず、ご質問の中で役務費の通信運搬費、家賃

悪質滞納者に対する内容証明郵便で何件あります

かというご質問、こちらに関しましては、平成23

年度は５件ありまして、１件当たり1,220円で、

５件で6,100円となります。この５件におきまし

ては３名の方に内容証明及び配達証明という形で

５件出しております。 

  もう１件ありました平成23年度裁判による支払

い訴訟におきまして退去していただいた方の滞納

家賃についてということなんですけれども、こち

らにおきましては、この方は明け渡し時38万

9,599円の滞納家賃等がありました。こちらの方

に関しては今家賃の催告を行っております。 

  ３点目といたしまして、過年度分の退去されて

いる方の納入済み額、収入済み額についてという

ご質問に対してなんですけれども、退去されてい

る方で一部納入された方は過年度分、この金額の

中で２人おりまして、納入額は７万3,034円とな

っております。 

  以上がご質問であったかと思います。 

○鈴木委員 ありがとうございました。 

〔「委員長、以上です」と言う人あり〕 

○岡本委員長 ありがとうございました。 

  それでは、以上で本日の審査事項は終了となり

ます。 

  ４のその他に入る前に、ここで執行部退席のた

め暫時休憩といたします。 

  執行部の皆さん、大変ご苦労さまでした。 

 

休憩 午後 ２時１３分 

 

再開 午後 ２時１４分 

 

○岡本委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○岡本委員長 これより４、その他に入ります。 

  委員の皆様、何かありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○岡本委員長 それでは、事務局からは何かありま

すか。 

○小磯議会事務局書記 （その他について説明） 

○岡本委員長 それでは、４、その他を終了いたし

ます。 

  なお、本委員会の審査報告書は本職が作成し、

議長に提出いたしますので、ご一任くださいます

ようよろしくお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○岡本委員長 これをもちまして委員会を閉会いた

します。 

  お疲れさまでした。 
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閉会 午後 ２時２６分 

 

 




